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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

日
頃
よ
り
兵
庫
県
保
険
医
協
会
加
古

川
・
高
砂
支
部
の
活
動
推
進
に
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者

を
迎
え
る
2
0
2
5
年
に
む
け
て
、
高

齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域

で
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、

医
療
、
介
護
、
介
護
予
防
、
住
ま
い
等

の
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的
に
提
供

さ
れ
る
体
制
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
」
の
構
築
が
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

 

多
く
の
高
齢
者
は
病
気
と
共
存
し

な
が
ら
生
活
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

高
齢
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
維
持
・
向
上
を

目
指
し
、
住
み
慣
れ
た
地
域
や
自
宅

で
生
活
で
き
る
よ
う
、
地
域
全
体
で

支
え
る
「
地
域
完
結
型
」
の
医
療
・

ケ
ア
も
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
に
は
医
療
・
介
護
・
福

祉
等
の
資
源
を
効
率
的
に
活
用
す
る

こ
と
が
主
眼
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
高
齢
者
自
身
が
医
療
・
介
護

の
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
な

く
な
っ
た
時
に
、
そ
の
人
の
価
値
観

や
治
療
選
好
に
基
づ
き
意
思
決
定
が

導
か
れ
る
よ
う
な
日
本
型
の
仕
組
み

（
Ａ
Ｃ
Ｐ
人
生
会
議
）
の
確
立
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

そ
の
人
が
重
篤
な
慢
性
疾
患
に
罹
患

し
た
と
き
だ
け
で
な
く
、
生
活
全
般

に
関
し
て
も
、
そ
の
人
の
価
値
、
目

標
や
治
療
選
好
に
一
致
し
た
医
療
・

ケ
ア
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
に

な
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
自
分
で
は
意

思
決
定
で
き
な
い
事
態
に
お
い
て
、

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ　
　

超
高
齢
社
会
を
迎
え
て
、　
　
　

　
　
　
　
　
　
こ
れ
か
ら
の
地
域
医
療
・
ケ
ア
は

                    

加
古
川
・
高
砂
支
部
　
支
部
長
　
西
村
　
正
二

代
わ
り
に
意
思
決
定
し
て
く
れ
る
信

頼
で
き
る
人
を
選
び
、
準
備
す
る
こ

と
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

私
ど
も
医
療
関
係
者
は
こ
の
シ
ス

テ
ム
の
一
翼
を
担
う
よ
う
、
地
域
住

民
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
医
療
機
関
を

目
指
し
て
、
多
世
代
共
生
の
地
域
づ

く
り
と
い
う
視
点
も
踏
ま
え
、
支
部

活
動
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

本
年
も
ご
支
援
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
年
も
よ
ろ
し
く

　
　

お
願
い
致
し
ま
す

加
古
川
・
高
砂
支
部
幹
事
・
事
務
局
一
同
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　日　時 ：3月19日 (土 ) 15 時～ 17時

　会　場 ：西宮市立勤労会館 8階会議室

　テーマ ：「医事紛争を避けるために」
　講　師 ：米田泰邦法律事務所

　　　　　　　弁護士　鵜飼 万貴子　先生

　司　会 ：西宮市・半田医院　半田 伸夫　先生

　

協
会
は
、
国
の
指
定
難
病
医
療
費
助
成

制
度
（
以
下
、
難
病
助
成
制
度
）
の
改
善

を
求
め
る
請
願
・
陳
情
を
県
お
よ
び
各
市

町
議
会
で
進
め
て
い
る
。
加
古
川
・
高
砂

支
部
で
も
西
村
正
二
支
部
長
が
請
願
人
及

び
陳
情
人
と
な
り
、
加
古
川
市
と
高
砂
市

の
12
月
定
例
議
会
に
そ
れ
ぞ
れ
請
願
書
・

陳
情
書
を
提
出
。
本
会
議
で
は
そ
れ
ぞ
れ

「
継
続
審
議
」
と
な
っ
た
。

　　

2
0
1
5
年
1
月
の
難
病
助
成
制
度
の

施
行
に
よ
り
、
新
た
に
「
重
症
度
基
準
」

が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
難
病
認
定

患
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
基
準
で
「
軽
症
」

と
認
定
さ
れ
る
と
、
医
療
費
助
成
の
対
象

外
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
2
0
1
7

年
末
の
経
過
措
置
終
了
に
よ
り
、
助
成
を

受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
不
認
定
患
者
等
は

全
国
で
約
14
・
６
万
人
（
兵
庫
県
で
は

5
千
7
3
8
人
。
経
過
措
置
適
用
者
の
５

人
に
１
人
）
に
上
っ
て
お
り
（
2
0
1
8

年
10
月
1
日
時
点
）
、
そ
の
影
響
に
つ
い

て
は
当
時
マ
ス
コ
ミ
で
も
大
き
く
報
道
さ

れ
た
。
（
左
図
）

　

協
会
は
保
団
連
の
提
起
を
受
け
、
「
軽

症
」
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
難
病
患
者
が

☆支部幹事会だより☆
１月２３日（木）１９時 ～ 　於：加古川商工会議所４階 

< 報　告 >　組織現勢、医療情勢、国の難病医療費助成制度の
改善求める請願、今後の支部企画（会員懇談会など）について
討議しました。

　　◆お問い合わせは、TEL 078-393-1840　FAX 078-393-1820 　担当：山田まで◆

< 組織現勢（12 月末）>　　

　　加古川市・加古郡：　医科 180 人　/　歯科 108 人
　　高砂市　　　　　：　医科   54 人　/　歯科    36 人

費
用
等
の
心
配
な
く
早
期
受
診
で
き
る
よ

う
、
各
市
町
に
対
し
、
重
症
度
基
準
撤
廃

の
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と
等
を
求

め
る
請
願
の
取
り
組
み
を
開
始
。
加
古
川
・

高
砂
支
部
で
も
支
部
で
の
討
議
を
経
て
、

加
古
川
・
高
砂
各
市
の
12
月
議
会
に
そ
れ

ぞ
れ
請
願
書
・
陳
情
書
を
提
出
し
て
い
た
。

（
請
願
書
は
左
下
に
掲
載
）

　

加
古
川
市
で
は
、
西
村
支
部
長
の
協
力

で
最
大
会
派
「
志
政
加
古
川
」
代
表
の
木

谷
万
理
議
員
に
紹
介
議
員
と
な
っ
て
い
た

だ
き
請
願
を
行
っ
た
が
、
12
月
18
日
の
定

例
議
会
に
て
多
数
決
で
「
継
続
審
議
」
と

な
っ
た
。
ま
た
、
高
砂
市
も
同
日
定
例
議

会
に
陳
情
を
行
っ
た
が
、
こ
ち
ら
も
多
数

決
で
「
継
続
審
議
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
請
願
・
陳
情
に
つ
い
て
は
３
月
定
例

議
会
に
て
再
度
審
議
が
な
さ
れ
る
予
定
。

「
軽
症
」
者
を
含
め
た
全
て
の
難
病
患
者
に
医
療
費
助
成
を

　
　
　
　
　
　

  

支
部
長
名
で
加
古
川
・
高
砂
各
市
に
請
願
・
陳
情

　　　　　　　　　　　　　　　　　 請願書　
                                       　　                   　                                                              
　　　　　
　　　　　　　　　　　

国の指定難病医療費助成制度の改善について
請願理由

　2014 年５月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」( 難病法 ) が成立し、2015 年１月から新
たな指定難病医療費助成制度が施行されました。これにより「重症度基準」による選別が行われるよう
になり、難病と認定された患者であっても、この重症度基準によって「軽症」と認定されてしまうと医
療費助成の対象外とされるようになりました。
　2017 年 12 月 31 日の経過措置終了に伴い、難病医療費助成を受けられなくなった不認定患者等は
全国で約 14.6 万人 ( 不認定 8.55 万人・申請なし 6.05 万人、経過措置適用者の５人に１人 ) に上って
おり（第59回難病対策委員会資料「経過措置終了後の特定医療費の支給認定の状況」2018年10月1日）、
その影響についてマスコミでも大きく報道されました。
　また、厚生労働省の「難病患者の総合的支援体制に関する研究班」が行った調査によれば、経過措置
終了の前後で、不認定患者等の通院頻度 ( 半年間の平均回数 ) が 5.36 回から 3.57 回へと大幅に減少し
ていたことが明らかとなりました。患者団体からは受診抑制による重症化を心配する声もあがっていま
す。さらに、「軽症」者が対象外とされれば、国は「軽症」者の数や病状等の情報を入手できなくなり、
難病の実態を把握して原因究明や治療法の早期開発につなげるという制度目的も果たされなくなるとの
専門家の指摘もあります。
　すべての疾病は早期発見・早期治療が重要ですが、特に難病は、いったん重症化すると回復が著しく
困難となるうえ、合併症の発症リスクや発がんリスクが高い等の特性をもつ場合もあり、早期の段階か
ら定期的な受診によるフォローを行うことが必須です。「軽症」者を医療費助成の対象外とすれば、難
病の重症化が進む危険性が非常に高くなります。
　難病法は施行後５年以内を目途に見直しに向けた検討を行うこととされており ( 難病法附則 )、2020
年 1 月に向けて現在、厚生労働省の難病対策委員会やワーキンググループにおいて重症度基準の見直
し等も議論されています。今後、「軽症」者を含めたすべての難病患者が費用等の心配なく早期受診で
きるよう、これら委員会等において重症度基準の撤廃に向けた議論が後押しされる意見書を、貴市より
国に提出していただくことを求めます。

請願事項

１．指定難病医療費助成制度について、重症度基準による選別をやめ、「軽症」者を含めたすべての指
定難病患者を同助成の対象とするよう、国に対して求めていただきたい。

難
病
「
軽
症
」
者
の
助
成
外
し
を
一
面
で
報
じ
た
毎

日
新
聞
（
２
０
1
8
年
6
月
）


